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大津市告示第85号 

昭和39年告示第８号（指定金融機関等について）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から適用する。 

  令和３年３月31日 

大津市長  佐  藤  健  司 

第３号中「レーク大津農業協同組合」を「レーク滋賀農業協同組合」に改める。 

 

 

大津市告示第86号 

 次のとおり指定管理者を指定したので、大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成25年

条例第19号）第10条の規定により告示する。 

  令和３年３月31日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 公の施設の名称 大津市民会館 

２ 指定管理者の名称及び所在地 東京都千代田区神田小川町一丁目２番地 株式会社ケイミックスパブリック

ビジネス 

３ 指定管理者の指定の期間 令和３年４月１日から令和６年３月31日まで  
 

 

 

 

大津市企業局告示第５号 

昭和53年企業局告示第１号（大津市企業局の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

について）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から適用する。 

令和３年３月31日  

大津市公営企業管理者 山  極  正  勝 

第３号中「レーク大津農業協同組合」を「レーク滋賀農業協同組合」に改める。 

 

 

 

大津市教育委員会告示第１号 

 次のとおり指定管理者を指定したので、大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成25年

条例第19号）第10条の規定により告示する。 

令和３年３月31日  

 大津市教育委員会 

                         教育長  島  崎  輝  久 
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１ 公の施設の名称 大津市立大津公民館 

２ 指定管理者の名称及び所在地 東京都千代田区神田小川町一丁目２番地 株式会社ケイミックスパブリック

ビジネス 

３ 指定管理者の指定の期間 令和３年４月１日から令和６年３月31日まで 

 

 


